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二
〇
〇
八
年
十
二
月
五
日
、
在
韓
被
爆
者
は
、
国
に

損
害
賠
償
を
求
め
て
、
長
崎
地
裁
と
広
島
地
裁
と
大

阪
地
裁
に
提
訴
し
た
。
原
告
の
数
は
、
長
崎
地
裁
が

一
三
〇
名
、
広
島
地
裁
が
一
二
八
名
、
大
阪
が
一
三
〇

名
で
あ
る
。
す
で
に
、
今
年
、
十
月
六
日
、
米
国
と
ブ

ラ
ジ
ル
在
住
の
被
爆
者
が
、国
に
損
害
賠
償
を
求
め
て
、

広
島
地
裁
に
集
団
提
訴
し
て
い
た
。
原
告
の
数
は
、
米

国
が
遺
族
を
含
む
八
十
三
名
、
ブ
ラ
ジ
ル
が
八
〇
名
で

あ
っ
た
。

　

今
回
、長
崎
地
裁
に
提
出
さ
れ
た
訴
状
の
冒
頭
に「
請

求
の
原
因
・
請
求
の
趣
旨
」
と
い
う
項
目
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
「
１　

被
告
は
、
原
告
ら
に
対
し
，
各
金
１
２
０
万

円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
２
０
０
３
年
（
平
成
15
年
）
３

月
１
日
か
ら
支
払
済
み
ま
で
の
年
５
％
の
割
合
に
よ
る

金
員
を
支
払
え
。

　

２　

訴
訟
費
用
は
被
告
の
負
担
と
す
る

　

と
の
判
決
，
並
び
に
１
項
に
つ
き
仮
執
行
の
宣
言
を

求
め
る
。」

　

昨
年
の
二
〇
〇
七
年
十
一
月
一
日
、
最
高
裁
は
、
在

韓
被
爆
者
に
関
す
る
、極
め
て
重
要
な
判
決
を
下
し
た
。

判
決
文
の
全
文
は
、会
報
四
十
九
号
に
掲
載
し
て
あ
る
。

原
告
で
あ
る
在
韓
被
爆
者
は
、
広
島
市
の
三
菱
重
工
業

製
作
所
で
米
国
の
投
下
し
た
原
爆
に
被
爆
し
た
。

　

最
高
裁
判
決
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。

少
し
長
く
な
る
が
、
引
用
す
る
。

　
「
四
〇
二
号
通
達
の
失
権
取
扱
い
の
定
め
は
、
明
文

の
規
定
も
な
し
に
、
い
っ
た
ん
適
法
、
有
効
に
取
得
さ

れ
た
法
律
上
の
地
位
を
、
日
本
か
ら
の
出
国
と
い
う
事

実
の
み
を
も
っ
て
当
然
か
つ
一
方
的
に
失
わ
せ
る
と
い

う
、
他
の
同
種
の
制
度
で
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る

上
、
被
爆
者
に
対
し
て
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で

あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
四
〇
二
号
通
達
を
作
成
し
、

発
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
日
本
か
ら
の
出
国
に
よ
っ

て
失
権
す
る
と
い
う
解
釈
や
取
扱
い
に
法
律
上
の
根
拠

が
あ
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
十
分
に
調
査
検

討
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
し

て
い
れ
ば
、
四
〇
二
号
通
達
の
失
権
取
扱
い
の
定
め
が

違
法
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で

あ
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
る
に
、上
告
人
は
、

四
〇
二
号
通
達
の
作
成
、
発
出
の
際
の
具
体
的
事
情

に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
せ
ず
、
本
件
全
証
拠

に
よ
っ
て
も
、
十
分
な
調
査
検
討
が
行
わ
れ
た
も
の

と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
誤
っ
た
法
律
解
釈
に
基
づ
い
て
四
〇
二
号
通
達

を
作
成
、
発
出
し
、
こ
れ
に
従
っ
た
失
権
取
扱
い
を

継
続
し
た
こ
と
は
、
法
律
を
忠
実
に
解
釈
す
べ
き
職

務
上
の
基
本
的
な
義
務
に
違
反
し
た
行
為
と
い
う
べ

き
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
過
失
が
認
め
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
上
告
人
に
は
、
国
家
賠
償
法
１
条

１
項
に
基
づ
き
、
違
法
な
四
〇
二
号
通
達
の
作
成
、

発
出
と
、
こ
れ
に
従
っ
た
失
権
取
扱
い
の
継
続
の
結

果
、
原
告
ら
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
べ
き
義
務
が

あ
る
。」

　

こ
の
部
分
で
、
最
高
裁
は
国
の
過
失
を
明
確
に

指
摘
し
て
い
る
。
最
高
裁
は
、
原
告
一
人
あ
た
り

一
二
〇
万
円
の
国
家
賠
償
を
国
に
命
じ
た
の
で
あ

る
。　

　

今
年
の
八
月
、
厚
生
労
働
省
は
、
原
告
以
外
の
被

爆
者
へ
の
国
家
賠
償
金
の
支
払
い
に
つ
い
て
「
裁
判

を
起
こ
せ
ば
和
解
後
に
払
う
」
と
提
訴
を
条
件
に
し

た
。
そ
の
た
め
、
今
回
の
在
韓
被
爆
者
を
含
む
、
在

外
被
爆
者
の
国
へ
の
集
団
提
訴
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
や
は
り
、
原
告
以
外
の
在
外
被
爆
者

に
対
す
る
、
国
家
賠
償
金
の
支
払
い
問
題
は
、
残
る
。

私
は
、
こ
の
問
題
の
解
決
に
は
、
な
ん
ら
か
の
法
的

在
韓
被
爆
者
、
長
崎
・
広
島
・
大
阪
地
裁
に
国
を
集
団
提
訴

そ
の
意
義
と
今
後
の
課
題  

　
笹
本
征
男
（
在
韓
被
爆
者
問
題
市
民
会
議
代
表
）
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措
置
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

原
子
爆
弾
被
爆
者
の
援
護
等
に
関
す
る
法
律
改
正
法

の
施
行
に
つ
い
て
二
〇
〇
八
年
六
月
、
原
子
爆
弾
被
爆

者
の
援
護
等
に
関
す
る
法
律
の
改
正
法
が
、
参
議
院
本

会
議
で
成
立
し
た
。
十
二
月
九
日
付
の
毎
日
新
聞
に
よ

る
と
、
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
分

か
っ
た
と
、
次
の
よ
う
に
報
道
し
て
い
る
。

　
「
在
外
被
爆
者
が
来
日
し
な
く
て
も
居
住
国
か
ら
被

爆
者
健
康
手
帳
の
交
付
申
請
が
で
き
る
改
正
被
爆
者
援

護
法
が
、
15
日
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
厚

生
労
働
省
は
９
日
の
閣
議
で
了
承
を
得
て
、
12
日
の
官

報
で
公
布
す
る
。」

　

官
報
に
公
表
さ
れ
る
施
行
令
に
つ
い
て
は
、
今
後
紹

介
す
る
。

　

以
下
に
掲
載
す
る
の
は
広
島
地
裁
へ
の
提
訴
文
で
あ

る
が
抜
粋
し
て
紹
介
す
る
。
広
島
・
大
阪
・
長
崎
の
提

訴
文
の
全
文
に
つ
い
て
は
当
会
の
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
で
掲

載
す
る
。

カ
ン
パ
の
お
願
い

同
封
し
ま
し
た
チ
ラ
シ｢

在
韓
被
爆
者
の

４
０
２
号
通
達
国
家
賠
償
訴
訟
を
ご
支
援
く

だ
さ
い｣

を
ご
覧
の
う
え
、
郵
便
払
込
取
扱

票
を
ご
使
用
し
カ
ン
パ
を
お
願
い
し
ま
す
。

訴　状
２００８年１２月５日

広島地方裁判所　　御中

原告ら訴訟代理人
弁護士　　　在　　　間　　　秀　　　和

在外被爆者損害賠償請求事件

　　　訴訟物の価格  金　１億５３６０万円
　　　貼用印紙額　　金　４８万２０００円
　　　予納金額　　　金　　　　６０００円

（途中略）
請求の趣旨

１　被告は，原告らに対し，各金１２０万円及びこれに対する２００３年（平成１５年）３
月１日から支払済みまでの年５％の割合による金員を支払え。
２　訴訟費用は被告の負担とする
　との判決，並びに１項につき仮執行の宣言を求める。

請求の原因

第１　原告ら
　原告らは，１９４５年８月，広島市及び長崎市に投下された原子爆弾により被爆した被爆
者であり，被爆後，母国である朝鮮半島（大韓民国）に帰還し，現在に至るまで韓国に在住
してきた人たちである。
　原告らはいずれも，現在までに，現在の「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」１
条１項により，「被爆者健康手帳」の交付を受けている。

第２　本件訴訟の概要
１　原告らはいずれも，日本政府による朝鮮半島からの強制連行等様々な事情ににより，
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１９４５年８月当時，広島市または長崎市に滞在し，同年８月６日広島市において，そし
て同月９日長崎市において，アメリカ軍の投下した原子爆弾の被害に遭遇した。
　原告らは，被爆後，第２次大戦が終結する前後の頃から，それぞれの郷里である朝鮮半
島に帰還した。
２　戦後，日本においては，１９５５年（昭和３２年）に「原爆医療法」が制定され，更
に１９６８年（昭和４３年）に「原爆特別措置法」が制定され，被爆者に対する援護措置
が法制化されていった。その結果，日本国内に在住する被爆者はこれらの法律による医療・
健康管理に関する援護を受けることができた。ところが，これらの法律には国籍条項が置
かれていないにもかかわらず，韓国に在住する原告らはこれらの援護措置の対象とはされ
なかった。日本における一連の戦後処理立法の中にあって，国籍条項がおかれなかった法
律は上記の原爆２法のみであった。にもかかわらず日本政府は，各法の施行の当初から，
原爆２法を海外の被爆者には適用しない，という態度をとり続け，この態度は，１９９５
年（平成７年）７月１日に上記２法を統合する形で施行された被爆者援護法の制定以降も
変わらなかった。
３　この日本政府の対応に対し，問題を鋭く突きつけたのは，１９７０年（昭和４５年）
１２月に発生した孫振斗（ソンジント）氏の日本への入国に関する事件であった。在韓被
爆者である孫振斗氏は，日本における原爆症治療を受ける目的で韓国から日本に密入国し，
逮捕されるに至った。孫振斗氏は被爆者健康手帳の交付申請を行ったところ，「日本国内に
居住関係を有しない」として申請が却下されたことから，その処分の取消を求める行政訴
訟を提起した。同訴訟の判決が，１９７４年（昭和４９年）３月３０日福岡地方裁判所で
示され，孫振斗氏の勝訴となった。同訴訟は福岡高裁においても孫振斗氏の勝訴となり，
同判決は１９７８年（昭和５３年）３月３０日最高裁においても認容された。最高裁は，
原爆医療法は社会保障法としての性格とともに国家補償的性格も有する人道的目的の立法
と判示し，日本国内に居住地を有しない被爆者も同法の適用対象となる，旨の判断を示した。
　ここにおいて初めて，日本国外に在住する被爆者が一時的に日本に滞在する場合にも原
爆医療法が適用されるべき，という司法判断が確定した。
４　ところが日本政府は，上記孫振斗訴訟の第１審判決が示された直後の１９７４年（昭
和４９年）７月２２日，厚生省公衆衛生局長名で，いわゆる「４０２号」を発出し，原爆
特別措置法は日本に居住関係を有する被爆者に対してのみ適用される，との解釈を示し，
被爆者健康手帳を取得した被爆者が日本国外に出国した場合には同法による健康管理手当
の受給権は失権する，との取扱いを定めた。
　この扱いは，孫振斗訴訟の判決を受けて多くの日本国外の被爆者が来日し，被爆者健康
手帳を取得して日本国内で原爆症の治療を受け，健康管理手当を受給することが予想され
たことから，それらの被爆者が日本国外に戻った後の健康管理手当の支給を認めないため
の措置であった。これが，在外被爆者の基本的権利を奪ってきた悪名高い「４０２号通達」
であった。
５　こうした日本政府の対応に対し，日本国外に在住する被爆者は，苦労して渡日し，被
爆者健康手帳を取得して日本国内で治療を受け，健康管理手当を受給できても，母国に帰
還すると同時にその権利が失権する，という扱いを受けることになった。その結果，多く
の被爆者が，渡日した上での手帳の取得自体を躊躇したり，あるいは断念するに至ること
は必然であった。
６　この状態に鋭く問題提起したのが在韓被爆者の郭貴勲（カクキフン）氏である。同氏
は，１９９８年（平成１０年），上記失権扱いは違法であるとして大阪地裁に行政訴訟を提
起し，２００１年（平成１３年）大阪地裁は郭貴勲氏の請求を認容する判決を示し，その
控訴審においても同判決は維持された。同訴訟は上告がなされず確定し，厚労省健康局長
は２００３年（平成１５年）３月１日，ようやく４０２号通達の定めを廃止するに至った。
　その結果，２００３年（平成１５年）だけでも１０００名以上の在外被爆者が被爆者健
康手帳の交付や健康管理手当の申請のために来日する，という事態が出来した。この事実は，
如何に４０２号通達が在外被爆者の基本的権利を奪ってきたかを示す象徴的事実である。
７　以上のように，国籍条項を置かない原爆２法及び被爆者援護法の本来の趣旨に沿った
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行政措置が徐々に実現されるに至ったが，被告は，被爆者健康手帳の交付を既に受けた在外
の被爆者が，日本国外から健康管理手当の申請や葬祭費の申請をするに当たって，更に，被
爆者健康手帳の交付の申請そのものを国外からするに当たって，尚も日本国内での現在を求
める扱いを継続した。しかし，こうした扱いが違法である，とする訴訟が次々と提起され，
その違法を指摘する判決が相次いだことを受けて，被告は問題が提起されるのに応じて対応
を改めていった。
　そしてようやく２００８年（平成２０年）６月に至り，日本国外からの被爆者健康手帳の
交付申請手続きを認める被爆者援護法の改正がなされるに至った。ここにおいて，初めて原
爆２法及び被爆者援護法の本来の趣旨が実現し，在外の被爆者に法が適用されるに至った。
被爆から６３年間という実に長い期間の経過の後であった。この間に多くの在外被爆者が世
を去り，また生存被爆者も極めて高齢に至っている。
８　以上の原爆関連法に関する一連の経過から，本件訴訟に至る契機となったのが，広島三
菱重工元徴用工在韓被爆者補償請求訴訟である。
　同訴訟は，朝鮮半島から強制連行され，広島三菱重工で就労させられ，被爆した元徴用工
の人たちが，三菱重工（株）及び日本国等を被告として，１９９５年（平成７年）１２月広
島地裁に提訴した訴訟である。同訴訟は，三菱重工に対しては，未払賃金の請求，強制連行・
強制労働についての慰謝料等の請求，日本国に対しては，被爆後の違法な行政上の措置に対
する損害賠償請求等を内容とするものであるが，１審広島地裁判決は，全ての原告らの請求
は棄却したが，控訴審の広島高裁は，２００５年（平成１７年）１月１９日，原告である元
徴用工の人たちの日本国に対する慰謝料請求（原告１人当たり１００万円）並びに弁護士費
用（同２０万円）を認容した（判例タイムス１２１７号１５７頁以下）。
　そして，同訴訟に対する上告審の判決が，２００７年（平成１９年）１１月１日の最高裁
第一小法廷判決である。同判決の内容は後記のとおりであるが，広島高裁の控訴審判決を基
本的に維持するものであった。
　同高裁判決及び最高裁判決は，前記４０２号通達による被告の在外被爆者に対する施策は，
原爆２法及び被爆者援護法に違反するものと断じ，そのために原告らが多大の精神的損害を
受けてきた，として，上記の損害賠償を被告に命じるものであった。
　上記各判決において重要な問題の一つは，次の点であった。
　上告審において原告であった４０名は，大きく３つのグループに分かれる。第１に，被爆
者健康手帳の交付を受け，かつ健康管理手当の支給を受けていた人たち，第２に，被爆者健
康手帳の交付を受けていたが未だ健康管理手当の支給を受けていなかった人たち，そして第
３に，未だ被爆者健康手帳の交付を受けていなかった人たち，というグループである。上記
高裁判決及び最高裁判決は，これらのグループを区別せず全ての原告に対して損害賠償請求
権を肯定した，という点である。
　本件訴訟は，これらのうち第１，及び第２と同様のグループに属する韓国在住の被爆者
の人たちである。在韓被爆者で未だ被告から損害賠償がなされていない被爆者の数は，約
２０００名にのぼると言われているが，本件訴訟はその内の一部の人たちである。

第３　２００７年（平成１９年）１１月１日最高裁判決
１　前記のとおり，本件訴訟において原告らの被告に請求する損害賠償請求は，既に上記
２００７年（平成１９年）１１月１日の第一小法廷判決において確定した請求権に基づくも
のである。同最高裁判決の認定した内容は次のとおりである。
２　まず，同最高裁判決は前提事実として以下の認定をした。
（途中省略）
３　そして，最高裁は原審の判断を以下のとおり要約している。
（途中省略）
４　以上の認定を前提に，最高裁は以下のとおりの判断を示した。
（途中省略）
５　以上のとおり最高裁は国の国賠法上の違法を認定した上で得，以下のとおり結論付けた。
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　前記事実関係等によれば，原告らは，被爆により，他の戦争被害とは異なる特異な健康
被害を被り，被爆者健康手帳の交付や健康管理手当の支給認定の申請をしていれば，その
申請は認められるべき状態にあったにもかかわらず，国の発出した違法な４０２号通達が
存在したため，経済面でも健康面でも負担の大きい来日をしてまで被爆者健康手帳の交付
や健康管理手当の支給認定を受けようとはしなかったものであり，これによって，４０２
号通達の失権取扱いの定めが廃止されるまで長期間にわたり原爆三法に基づく援護措置の
対象外に置かれ，被爆による特異な健康被害に苦しみつつ，健康面や経済面に不安を抱え
ながら生活を続けることを余儀なくされ，様々な精神的苦痛を被ったというのである。こ
れらの事情に加えて，そもそも健康管理手当が「被爆者」の精神的安定を図ることをも目
的として支給されるものであることも考慮すると，国の担当者の原爆三法の解釈を誤った
違法な４０２号通達の作成，発出及びこれに従った失権取扱いの継続によって，原告らが
財産上の損害を被ったものとまですることはできないことを前提として，原告らは法的
保護に値する内心の静穏な感情を侵害され精神的損害を被ったものとして各原告につき
１００万円の慰謝料を認めた原審の判断は，是認できないではない。

第４　原告らの損害と被告の原告らに対する賠償責任
　以上のとおり，最高裁は，在外被爆者について，従前被爆者健康手帳の交付を受け健康
管理手当の支給を受けていた人たち，被爆者健康手帳の交付を受けたが健康管理手当の支
給申請をしていなかった人たちのみならず，被爆者健康手帳の未取得者に対しても，一律
に上記損害賠償の対象者とした。
　本件原告らは，いずれも被爆者健康手帳の交付を受けている人たちであり，上記最高裁
判決に従い，被告は同様の賠償責任を負うことは明らかである。
　本件原告らも，被爆により，他の戦争被害とは異なる特異な健康被害を被り，被爆者健
康手帳の交付や健康管理手当の支給認定の申請をしていれば，その申請は認められるべき
状態にあったにもかかわらず，国の発出した違法な４０２号通達が存在したため，経済面
でも健康面でも負担の大きい来日をしてまで被爆者健康手帳の交付や健康管理手当の支給
認定を受けようとはしなかったものであり，これによって，４０２号通達の失権取扱いの
定めが廃止されるまで長期間にわたり原爆三法に基づく援護措置の対象外に置かれ，被爆
による特異な健康被害に苦しみつつ，健康面や経済面に不安を抱えながら生活を続けるこ
とを余儀なくされ，様々な精神的苦痛を被ったものである。
　上記最高裁判決に従い，被告は，原告らに対し，２００３年（平成１５年）３月１日に
４０２号通達が廃止されるまでに原告らが被った損害を賠償すべきは当然である。その損
害額は，到底金銭に代えることは困難であるが，上記最高裁判決が認容したように，少な
くとも慰謝料として各原告１人１００万円を下るものではなく，弁護士費用として２０万
円が認容されるべきである。

第５　結論
　以上のとおり，本件において，被告の原告らに対する国賠法上の賠償責任は上記最高裁
判決により確定しているところである。にもかかわらず被告は，敢えて原告らに対し訴訟
提起を余儀なくさせる対応を現在でもとりつづけている。極めて不当といわざるを得ない。
　本件の一連の経過をみると明らかであるが，原爆三法には国籍条項が置かれていないの
であるから，法の趣旨からして，在外被爆者を法の適用の埒外に置くことは許されないこ
とであった。然るに被告は，そうした扱いが違法・不当であるとして訴訟が提起され，被
告が敗訴しながら，抜本的な対応の是正を図ることなく，正に目の前に提起された問題に
対し付け刃的な対応に終始してきた。誠に不当極まる対応といわねばならない。
　その結果，本来援護の対象とされるべき原告ら在外被爆者は，高齢化し，多くの人たち
が全く援護を受けることなく世を去っていった。
　被告は一日でも早く本来の法の趣旨に沿った援護行政を実行し，過去の過ちに対し速や
かに真摯に対応すべきである。
（以下省略）
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在外被爆者手帳裁判における「長崎県の条件付き見舞金」問題についての見解
　１１月１０日、長崎地裁において「在外被爆者手帳裁判・鄭南壽（チョン・ナンス）裁判」
において、鄭さんが申請していた被爆者健康手帳の申請の却下処分を取り消すという原告勝
訴の判決が下されました。
　国や長崎県はこの判決を真摯に受け止め、控訴することなく鄭南壽さんに早急に被爆者健
康手帳を発行すべきではないでしょうか。わたしたちは徹夜の座り込みをして控訴断念を訴
えました。それにもかかわらず、長崎県は「国が控訴を要請している」ことを理由にして控
訴を行いました。「人の命」よりも「メンツ」を重んじた対応でした。このような状況の中で、
在外被爆者支援連絡会では、鄭南壽さんに裁判勝訴の報告を行うと共に、長崎県の控訴も報
告しました。鄭南壽さんは支援者の訪問を喜び、勝訴も率直に喜んでくれました。そして、「裁
判はもうこれで終わりか」とも尋ねました。鄭さんにとっては酷な控訴でした。
　長崎県は１１月２１日、「裁判で支給を認められた健康管理手当相当分の金額を見舞金とし
て鄭南壽さんに支給したい」との提案をしてきました。これについて、鄭南壽さんと家族の「全
面的な一任」を受けたわたしたちは、この件について次のような見解を表明します。
１，長崎県の「条件付き見舞い金」を受け取ることはできない。
　①長崎地裁の判決を受け入れることなく長崎県が控訴した以上、わたしたちは控訴審で決
着を付けた上で、正当な権利として「健康管理手当」を受け取らなければならない。筋の通
らない、出所も明らかでない不透明な支出の「見舞金」を受け取ることはできないこと。　
　②控訴審に影響を与えかねない「条件付き見舞金」は受け取ることは出来ない。県知事個
人として見舞金なら、無条件であるべきで「条件つき見舞金」などは、原告の尊厳を損なう
ものであり納得がいかないこと。
　③県民税などからの支払いは、本来の健康管理手当の支給での支払いと出所が違い、筋が
通らないこと。鄭南壽さんは健康管理手当として支給を受けなければならないと考える。
　④わたしたちは、控訴にあたって長崎県知事に面会を申し入れたが受け入れられなかった。
長崎県も鄭南壽さんの病状の把握などは一切していない。この間、われわれは鄭南壽さんを
励まし見舞いを続けた。面会もせずに控訴をきめておきまがら、長崎県知事にはお見舞い金
の支給などを行う資格がないと考えること。
２，改めて、長崎県知事に控訴の取り下げを求める。
　本件の解決を図りたいのであれば、長崎県知事の控訴の取り下げが解決の前提になる。従
って、わたしたちは改めて控訴の取り下げを求めたいと考えます。
３，在外被爆者支援連絡会では鄭南壽さんに見舞金を募金で集めて贈る。
　鄭南壽さんの現状は厳しいものがあります。従って、問題の解決が図られるまで、われわ
れや市民の募金で鄭南壽さんの支援を続けて行きたいと考えます。
　２００８年１１月２４日
　　　　　　　　　　在外被爆者支援連絡会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共同代表　岩松繁俊　高実康稔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月川秀文　平野伸人 　　　　　　
　　 　　　　　　　　　　　　　長崎市筑後町２－１平和活動支援センター気付
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被
爆
者
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率
は
、
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島
、
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崎
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で
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有
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鶴
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト　

〞
と
し
て
統
括
さ
れ
、
平
和
運
動
へ
の
参

加
や
、
色
々
な
セ
ミ
ナ
ー
、
講
演
、
被
爆
体
験
談
な
ど
、

多
彩
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
進
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
私
の
主

題
は
何
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、
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、
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韓
被
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で
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始
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の
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〇
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五
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ホ
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の
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る
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、
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見
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と
も
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め
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と
が
で
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ず
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句
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ま
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成
長
が
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ま
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た
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人
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と
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え
な
い
奇
形
人
達
が
ず
ら
り
と
竝
ん
で
い
る
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で
し

た
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延
々
と
続
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説
明
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聞
き
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が
ら
、
韓
国
も
そ
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か
は
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は

と
思
い
ま
し
た
し
、
韓
国
に
も
多
く
の
枯
葉
剤
の
患

ピ
ー
ス
ボ
ー
ト
の
旅
か
ら　
韓
国
原
爆
被
害
者
協
会　

名
誉
会
長　

郭　

貴　

勲

写真中心が郭さん。その右が森田さん。
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長
崎
平
和
公
園
に
中
国
人
追
悼
碑
建
立

　

長
崎
県
内
の
炭
鉱
（
鹿
町
炭
鉱
・
日
鉄
鉱
業
）（
崎

戸
炭
鉱
・
三
菱
鉱
業
）
に
強
制
連
行
さ
れ
、
治
安
維

持
法
や
国
防
保
安
法
違
反
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
て
検

挙
、
浦
上
刑
務
支
所
（
爆
心
地
か
ら
約
百
メ
ー
ト
ル
）

に
収
容
さ
れ
て
爆
死
し
た
、
三
十
二
名
の
中
国
人
を

追
悼
す
る
石
碑
。

　

〇
八
年
七
月
七
日
、
建
立
さ
れ
た
。

「
こ
の
地
で
原
子
爆
弾
に
よ
り
非
業
の
死
を
遂
げ
た
中

国
の
方
々
を
追
悼
す
る
と
と
も
に
非
戦
と
核
廃
絶
を

誓
っ
て
こ
の
碑
を
建
立
す
る
」
と
の
碑
文
の
下
に
、

三
十
二
名
の
名
が
刻
ま
れ
、
公
式
記
録
で
確
認
で
き

て
い
な
い
一
人
が
い
る
た
め
、
余
白
が
設
け
ら
れ
て

い
る
。

　

除
幕
式
で
、「
平
和
公
園
は
今
は
世
界
に
向
け
て
平

和
を
発
信
す
る
場
所
だ
が
、
戦
争
中
は
刑
務
所
だ
っ

た
。
戦
後
六
十
三
年
目
に
や
っ
と
追
悼
碑
を
建
立
で

き
た
が
、
本
来
な
ら
敗
戦
の
日
か
、
翌
々
日
に
建
て

ら
れ
る
べ
き
碑
で
あ
っ
た
」
と
、
建
立
委
員
長
代
表

で
元
長
崎
市
長
の
本
島
等
氏
。

　
「
父
た
ち
に
加
害
を
加
え
た
日
本
政
府
と
三
菱
は
、

い
ま
だ
に
き
ち
ん
と
し
た
謝
罪
も
賠
償
も
し
て
い
な

い
。
本
当
に
自
分
た
ち
は
怒
っ
て
い
る
。」
と
、
犠
牲

者
遺
族
の
賈
同
申
氏
。

　
「
父
が
連
行
さ
れ
、
幼
い
自
分
た
ち
と
祖
父
母
を
養

う
た
め
、
母
は
物
乞
い
し
て
生
き
延
び
た
。
日
本
軍

国
主
義
に
深
い
恨
み
が
あ
る
。
こ
の
碑
は
、
正
義
の

碑
で
あ
り
、
中
日
友
好
の
碑
で
も
あ
る
。」
と
、
当
時
、

生
後
三
ヶ
月
だ
っ
た
呉
小
国
氏
。

　
「
父
が
む
ご
た
ら
し
く
死
ん
で
い
っ
た
場
所
を
見

て
、
刀
で
切
ら
れ
る
よ
う
な
辛
い
思
い
。
父
の
血
の

債
務
は
必
ず
取
り
も
ど
す
た
め
闘
い
続
け
る
こ
と
で
、

父
た
ち
の
魂
を
慰
め
た
い
。」
喬
愛
民
氏
。

―

「
浦
上
刑
務
支
所
中
国
人
原
爆
犠
牲
者
追
悼
碑
報

告
集
」（
浦
上
刑
務
支
所
・
中
国
人
原
爆
犠
牲
者
追
悼

建
立
委
員
会
編
集
発
行
）
参
照―

（
石
川
逸
子
）

者
が
居
て
、
政
府
が
其
の
対
策
に
乗
り
出
し
て
も
い

ま
す
が
。

　

翌
日
は
被
害
者
達
を
収
容
し
て
い
る
施
設
を
二
箇

所
訪
問
し
て
、
昼
飯
を
共
に
し
な
が
ら
慰
労
し
て
廻

り
ま
し
た
。
今
こ
の
運
動
を
リ
ー
ド
し
て
い
る
人
は
、

過
去　
〝
ア
オ
ザ
イ
の
闘
士　

〞
と
し
て
有
名
な
グ
エ

ン
・
テ
イ
・
ビ
ン
前
副
大
統
領
が
先
頭
に
立
っ
て
は

い
ま
す
が
、
国
力
と
財
力
に
限
界
が
あ
る
も
の
と
見

受
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
次
は
印
度
の
コ
ー
チ
ン
に
寄
航

し
ま
し
た
。
デ
カ
ン
高
原
の
最
南
端
に
あ
る
コ
ー
チ

ン
市
は
、
非
核
平
和
宣
言
世
界
市
長
会
議
に
参
加
し

て
い
る
の
で
、
多
彩
な
交
流
プ
ラ
ン
が
あ
っ
た
か
ら

で
す
。

　

印
度
は
二
三
％
の
絶
対
貧
困
層
を
抱
え
て
居
り
な

が
ら
、
貧
民
救
済
は
せ
ず
に
莫
大
な
資
金
を
投
じ
、
必

要
性
も
な
い
核
を
開
発
し
て
、
パ
キ
ス
タ
ン
を
刺
激

し
、
両
国
と
も
非
合
法
核
保
有
国
に
な
っ
た
ば
か
り

か
、
イ
ラ
ン
を
刺
激
し
、
北
朝
鮮
に
核
開
発
技
術
を

教
え
る
な
ど
、
東
北
ア
ジ
ア
と
西
南
ア
ジ
ア
の
核
危

機
組
成
に
愕
役
（
驚
く
べ
き
役
割
）
を
果
た
し
た
国

で
あ
り
ま
す
。
九
四
年
の
ム
ン
バ
イ
世
界
社
会
フ
ォ
ー

ラ
ム
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
こ
の
度
も
こ
っ
酷
く

そ
の
非
を
指
摘
し
ま
し
た
。

　

印
度
・
パ
キ
ス
タ
ン
両
国
は
過
去
キ
ル
ギ
ス
紛
争

の
時
、
核
ボ
タ
ン
を
押
す
瞬
前
ま
で
至
っ
た
事
が
あ

り
ま
し
た
。
若
し
そ
の
時
、
核
戦
争
に
な
っ
て
い
た

ら
、
死
者
二
九
〇
万
、
重
傷
者
一
五
〇
万
が
出
た
だ

ろ
う
と
換
算
さ
れ
て
も
い
た
こ
と
も
言
い
聞
か
せ
ま

し
た
。

　

私
た
ち
は
コ
ー
チ
ン
市
長
を
先
頭
に
、
印
度
で
も

核
の
廃
絶
に
共
に
力
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
誓
い
合
い

ま
し
た
。

　

紙
幅
が
尽
き
ま
し
た
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
見
送
り
に

来
て
下
さ
っ
た
小
田
川
さ
ん
と
笹
本
さ
ん
に
御
礼
を

申
し
上
げ
な
が
ら
終
り
と
致
し
ま
す
。
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蓮
の
花

原
爆
が
投
下
さ
れ
た
日
の
広
島
に

な
ぜ
数
多
く
の
朝
鮮
人
が
い
た
の
だ
ろ
う
？

　
　

人
類
最
初
の
原
爆
被
害
を
受
け
た
日
本
民
族

ほ
ん
と
う
は
日
本
人
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た

素
朴
な
問
い
は
力
の
な
い
声
の
ま
ま
に

忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る

植
民
地
の
故
国
か
ら
徴
用
で

イ
・
ヨ
ン
ス
ン
さ
ん
は
日
本
に
引
っ
ぱ
っ
て
こ
ら
れ
た

山
口
県
の
雀
田
炭
鉱
で
働
き　

一
日
二
円

一
九
四
三
年　

軍
用
で
広
島
に
移
さ
れ
て

防
空
壕
を
掘
り　

石
炭
を
運
ん
だ

あ
る
朝
「
ピ
カ
」
が
き
た

広
島
は
復
興
し
都
市
計
画
が
は
じ
ま
っ
た

生
き
残
っ
た
イ
・
ヨ
ン
ス
ン
さ
ん
は
家
を
失
い

太
田
川
べ
り
の
ス
ラ
ム 

基も
と

町ま
ち

に
逃
げ
て
き
た

被
爆
者
と
身
障
者
の
い
る
家
族
が
六
割
を
こ
え
る
不
法
住
宅
群

ひ
と
す
じ
の
長
い
路
地
の
両
側
の
傾
斜
地
に

廃
品
回
収　

ホ
ル
モ
ン
屋　

養
豚
業　

貸
し
家
業
が
ひ
し
め
く

男
は
多
く
は
土
木
で
は
た
ら
き　

女
は
失
対
に
出
る

イ
・
ヨ
ン
ス
ン
さ
ん
も
ひ
ど
い
頭
痛
に
耐
え
な
が
ら
は
た
ら
い
た

ノ
ー
シ
ン
を
一
袋　

二
袋　

一
箱
ぶ
ん
飲
ん
だ
こ
と
も

　
　

李　

美
子
（
イ
・
ミ
ジ
ャ
）

　
　

―
―

日
本
人
は
ど
う
変
わ
っ
た
と
思
い
ま
す
か
？

　
　

―
―

変
わ
ら
ん
の

生
き
て
い
れ
ば
九
十
歳
に
な
る
だ
ろ
う
か

　
　
　
　
　

○

八
月
の
太
陽
に
う
だ
る
広
島
を
歩
く

上
幟
町
小
学
校
か
ら
原
爆
ド
ー
ム
を
見
上
げ
る

平
和
公
園
の
あ
た
り
か
ら
足
ど
り
は
重
く

原
爆
資
料
館
の
前
で
立
ち
止
ま
る

そ
こ
か
ら
い
つ
も
引
き
返
し
て
く
る

平
和
公
園
の
か
た
す
み
に
ひ
っ
そ
り
立
つ

朝
鮮
人
被
爆
者
の
た
め
の
慰
霊
碑

そ
こ
に
イ
・
ヨ
ン
ス
ン
さ
ん
は
い
な
い

祖
国
を
追
わ
れ
た
あ
げ
く
原
爆
の
刻
印
を
お
さ
れ
た

恨ハ
ン

は
い
ま
も
あ
た
り
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る

　
　
　
　

○

む
せ
返
る
い
の
ち
の
青

突
き
抜
け
る
夏
の
空
に
む
か
っ
て

う
す
紅
色
の
蓮
の
花
が
咲
い
て
い
る

泥
の
中
に
根
茎
を
肥
ら
せ
て
い
る

何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
に

　

※
『
日
本
の
中
の
朝
鮮
』（
七
一
年　

太
平
出
版
）
を
参
考
に
し
ま
し
た
。

―
―

『
原
爆
詩
一
八
一
人
集
』（
コ
ー
ル
サ
ッ
ク
社
）
よ
り
転
載―

―
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私
が
広
島
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
の
は
本
当
に
偶

然
の
こ
と
で
し
た
。
今
年
に
な
っ
て
存
在
を
知
る
こ

と
に
な
っ
た
早
稲
田
大
学
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

主
催
の
「
日
本
コ
リ
ア
未
来
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
広

島
に
行
っ
て
八
月
十
五
日
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
な

い
か
と
い
う
メ
ー
ル
が
来
て
、
ず
っ
と
広
島
に
行
き

た
い
と
思
っ
て
い
た
私
は
即
座
に
企
画
委
員
と
し
て

参
加
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
、
予
想
し
て
い
た
通
り
、
こ
の
企
画
は
ゼ
ロ

か
ら
の
立
ち
上
げ
だ
っ
た
の
で
困
難
の
連
続
で
し

た
。
参
加
者
が
集
ま
ら
な
い
、
日
程
が
ぎ
り
ぎ
り
ま

で
決
ま
ら
な
い
、
通
訳
は
ど
う
す
る
の
か
、
参
加
費

は
い
く
ら
ぐ
ら
い
に
す
る
の
か
な
ど
問
題
が
続
出
し

ま
し
た
。
結
局
詳
細
が
固
ま
っ
た
の
は
出
発
直
前
と

な
っ
て
し
ま
い
、
始
ま
る
前
は
期
待
も
あ
っ
た
の
で

す
が
、
不
安
感
も
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
杞
憂
に
終
わ
り
ま
し
た
。
広
島

で
は
本
当
に
多
く
の
こ
と
に
出
会
え
る
こ
と
が
で
き

た
か
ら
で
す
。
ま
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
の
出
会
い

は
か
け
が
え
の
な
か
っ
た
こ
と
だ
と
思
え
ま
す
。
日

本
の
学
生
、
韓
国
人
の
学
生
、
そ
し
て
在
日
コ
リ
ア

ン
が
一
つ
の
目
的
の
た
め
に
集
ま
る
と
い
う
の
は
な

か
な
か
な
い
こ
と
で
あ
り
、
私
自
身
も
原
爆
に
つ
い

て
現
地
の
在
日
コ
リ
ア
ン
の
意
見
が
聞
け
た
こ
と
、

韓
国
人
学
生
か
ら
も
私
た
ち
と
は
ま
た
違
っ
た
原
爆

に
つ
い
て
の
認
識
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
の

は
貴
重
な
経
験
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
原
爆
に
つ
い
て
新
た
な
面

も
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
在
韓
被
爆
者

の
存
在
に
つ
い
て
で
す
。
今
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
が
広

島
や
長
崎
に
原
爆
を
落
と
し
て
、
多
く
の
被
害
が
出

た
と
い
う
こ
と
は
学
ん
で
き
た
の
で
す
が
、
そ
の
中

に
軍
隊
や
徴
用
な
ど
で
日
本
に
連
れ
て
来
ら
れ
た
韓

国
人
の
存
在
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
触
れ
ら
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
際
に
現
地
に
行
っ
て

愕
然
と
し
ま
し
た
。
広
島
の
原
爆
犠
牲
者
二
十
万
人

の
う
ち
、
お
よ
そ
２
万
も
の
朝
鮮
半
島
出
身
者
が
い

る
こ
と
を
知
り
、
衝
撃
を
受
け
た
の
で
す
。
原
爆
被

害
者
に
お
よ
そ
一
割
も
の
朝
鮮
半
島
出
身
者
が
い
た

に
も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
の
か

と
心
が
痛
み
ま
し
た
。
ま
た
、
在
韓
被
爆
者
の
支
援

活
動
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
豊
永
恵
三
郎
氏
の
講
演

を
聞
い
て
、
い
か
に
在
外
被
爆
者
た
ち
が
苦
し
ん
で

き
た
か
と
い
う
こ
と
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、
こ
の
問

題
に
つ
い
て
問
題
意
識
を
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
大
い
な
る
収
穫
で
し
た
。

　

こ
れ
ら
は
実
際
に
広
島
に
行
っ
た
か
ら
こ
そ
で
き

た
こ
と
な
の
で
は
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
に
と
っ
て

広
島
と
は
こ
の
夏
に
訪
問
す
る
ま
で
抽
象
的
な
存
在

で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
８
月
４
日

か
ら
８
日
ま
で
、
平
和
記
念
資
料
館
を
見
学
し
、
被

爆
者
の
お
話
を
聞
き
、
平
和
記
念
式
典
や
灯
篭
流
し

に
参
加
し
、
討
論
を
す
る
過
程
で
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ

は
ど
ん
ど
ん
具
体
的
に
な
り
、
心
に
迫
っ
て
く
る
よ

う
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
経
験
を
通
じ
て
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ

と
は
で
き
た
も
の
の
、
自
分
自
身
物
足
り
な
さ
を
感

じ
て
い
る
部
分
も
あ
り
ま
す
。
今
ま
で
あ
ま
り
こ
の

よ
う
な
問
題
を
深
く
考
え
た
こ
と
が
な
く
、
知
識
も

な
か
っ
た
せ
い
か
討
論
に
つ
い
て
い
け
な
い
時
も
あ

り
ま
し
た
。
ま
た
、
今
回
は
企
画
委
員
と
し
て
広
島

に
行
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
喜
び
が
先
行
し
て
し

ま
い
、「
ヒ
ロ
シ
マ
」
と
い
う
存
在
を
客
観
的
に
見
る

時
間
が
な
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。
今
後
自

分
で
も
原
爆
や
在
韓
被
爆
者
の
問
題
に
つ
い
て
考
え

て
い
く
と
と
も
に
、こ
の
よ
う
な
問
題
の
存
在
を
も
っ

と
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
継
続
し
て
こ
の
企
画
を

続
け
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

◇
例
会
◇

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
で
考
え
た
こ
と 

早
稲
田
大
学
人
間
科
学
部
３
年　

小
出
一
輝

例会で報告する学生の皆さん
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現
地
で
の
活
動
状
況
の
説
明
後
、
発
表
者
四
名
、

そ
れ
ぞ
れ
ツ
ア
ー
で
の
感
想
。

ま
ず
、
企
画
委
員
の
市
岡
裕
次
郎
さ
ん
か
ら
企
画
を

お
も
い
つ
い
た
動
機
に
つ
い
て
説
明
が
あ
っ
た
。

　
「
昨
年
、
韓
国
の
農
作
業
に
参
加
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
く
わ
わ
り
、
八
月
十
五
日
に
つ
い
て
韓
国
の
学

生
た
ち
と
討
論
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
自
分
は
前

年
に
広
島
へ
行
っ
て
い
た
の
で
原
爆
に
つ
い
て
語
っ

た
と
こ
ろ
、
韓
国
で
は
原
爆
に
よ
っ
て
光
復
が
も
た

ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
す
ご

い
シ
ョ
ッ
ク
で
怒
り
を
お
ぼ
え
る
ほ
ど
で
し
た
。
そ

れ
で
、
日
韓
の
学
生
が
広
島
で
言
い
た
い
こ
と
を
ぶ

つ
け
あ
っ
て
み
た
い
、
と
考
え
、
企
画
し
た
の
で
す
。」

　

一
般
参
加
者
と
し
て
ツ
ア
ー
に
行
っ
た
、
白
滝
愛

芽
さ
ん
は
語
る
。

　
「
十
歳
の
と
き
家
族
で
韓
国
旅
行
を
し
、
独
立
記
念

館
へ
行
っ
て
、〈
日
本
人
キ
ラ
イ
〉
の
落
書
き
が
し

て
あ
る
の
を
見
て
、
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
こ
と
、
い
ま

八
三
歳
の
祖
母
が
市
外
で
被
爆
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、

ツ
ア
ー
に
参
加
し
ま
し
た
。

　

ツ
ア
ー
の
感
想
は
、
あ
せ
り
、
の
一
言
。
祖
母
の

手
記
も
世
に
出
て
い
な
い
し
、
ど
う
風
化
と
た
た
か

う
の
か
。
そ
の
あ
と
東
京
大
空
襲
記
念
館
へ
行
っ
た

け
れ
ど
、
若
い
人
は
自
分
だ
け
で
し
た
。」

　

白
滝
さ
ん
は
、
報
告
書
中
で
、「
歴
史
、
戦
争
、
原
爆
、

学
ぶ
べ
き
こ
と
は
多
く
、
体
験
者
は
日
に
日
に
少
な

く
な
っ
て
い
る
現
在
、
後
世
に
伝
え
る
べ
き
責
任
が

あ
る
自
分
た
ち
は
、
な
る
べ
く
多
く
の
戦
争
資
料
館

等
を
見
に
行
く
べ
き
だ
」
と
提
案
し
て
い
る
。

　

小
出
一
輝
さ
ん

　
「
高
校
の
と
き
、
た
ま
た
ま
韓
国
へ
行
っ
た
こ
と
で
、

大
学
に
入
っ
て
か
ら
韓
国
語
を
学
び
は
じ
め
た
け
れ

ど
、
ツ
ア
ー
で
不
勉
強
を
痛
感
。
韓
国
学
生
の
鋭
い

視
点
に
お
ど
ろ
き
、
も
う
少
し
歴
史
認
識
を
身
に
つ

け
て
留
学
し
よ
う
と
お
も
っ
て
い
ま
す
。」

　

企
画
委
員
の
小
出
さ
ん
は
、
企
画
を
無
事
や
り
と

げ
た
こ
と
に
大
き
な
達
成
感
を
感
じ
て
い
る
と
報
告

書
に
記
し
、
そ
の
成
果
は
何
よ
り
「
か
け
が
え
の
な

い
『
出
会
い
』
が
あ
っ
た
こ
と
」
だ
と
言
い
、
参
加

者
の
一
人
の
発
言
、「
こ
れ
が
終
わ
り
で
な
く
、
始
ま

り
な
の
だ
」
に
共
感
し
て
い
る
。

　

ソ
ク
・
ジ
ュ
ン
さ
ん

　
「
中
学
生
の
こ
ろ
、
日
本
の
ド
ラ
マ
を
観
て
、
日
本

語
で
日
本
人
と
し
ゃ
べ
り
た
い
、
と
思
い
、
勉
強
し

は
じ
め
ま
し
た
が
、
日
本
語
は
学
ぶ
ほ
ど
に
む
つ
か

し
い
言
葉
で
し
た
。

　

簡
単
な
気
持
ち
で
ツ
ア
ー
に
参
加
し
ま
し
た
が
、

行
っ
て
変
わ
り
ま
し
た
。
韓
国
人
慰
霊
祭
の
こ
と
を

全
く
知
ら
な
か
っ
た
。
も
っ
と
知
り
た
い
。

　

資
料
館
を
見
て
も
、
心
は
痛
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
れ
で
独
立
で
き
た
！
と
お
も
っ
て
い
る
の
で
、
被

害
と
思
え
な
い
の
で
す
。
追
悼
式
、
討
論
会
を
経
て
、

よ
う
や
く
理
解
で
き
、
灯
篭
流
し
の
と
き
に
、
知
ら

な
か
っ
た
自
分
を
流
し
、
平
和
を
考
え
ま
し
た
。」

　

ソ
ク
さ
ん
は
、
報
告
書
中
で
、
韓
国
人
慰
霊
祭
を

同
国
人
で
あ
る
自
分
が
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
「
す

ご
く
恥
ず
か
し
い
」
と
記
し
、
本
音
を
ぶ
つ
け
あ
う

毎
日
の
討
論
会
に
よ
っ
て
、「
被
爆
者
の
痛
み
を
認
定

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。」「
千
羽
の
鶴
も
心
を
込
め
て

折
っ
て
い
け
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
。

　

南
知
言
さ
ん

「
韓
国
人
と
し
て
は
、
原
爆
は
光
復
の
き
っ
か
け
と
し

か
思
え
ず
に
き
た
し
、
中
学
生
か
ら
日
本
の
」
歌
は

好
き
で
も
、
竹
島
問
題
な
ど
日
本
人
に
話
す
の
も
怖

い
。
広
島
の
こ
と
も
怖
い
。
で
も
、
ぶ
つ
か
っ
て
み

よ
う
と
参
加
し
、
考
え
た
こ
と
。

一
つ
は
、
韓
国
人
と
し
て
ど
う
生
き
る
べ
き
か
。
韓

国
人
も
、
日
本
人
も
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
文
化
を
中

心
に
ま
わ
っ
て
い
る
。
自
分
の
文
化
を
一
歩
踏
み
出

し
て
、
世
界
の
流
れ
の
一
つ
と
し
て
見
る
こ
と
が
だ

い
じ
な
の
か
も
。

二
つ
は
、国
家
の
意
味
。こ
れ
ま
で
コ
リ
ア
と
い
え
ば
、

イ
コ
ー
ル
韓
国
で
し
た
。で
も
、北
朝
鮮
、韓
国
、在
日
、

ど
れ
も
コ
リ
ア
で
し
た
。

い
ま
、
結
論
を
出
す
と
、
視
野
が
せ
ま
く
な
り
そ
う

な
の
で
、
出
さ
ず
に
考
え
て
い
き
た
い
。」

早
稲
田
大
学
日
本
コ
リ
ア
ス
タ
デ
ー
ツ
ア
ー
報
告
を
聞
い
て
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企
画
委
員
だ
っ
た
南
さ
ん
は
、
報
告
書
の
中
で
、
多

様
な
出
身
、
価
値
観
を
持
っ
て
い
て
も
一
緒
に
笑
い
、

し
ゃ
べ
る
「
友
達
」
に
な
れ
る
と
い
う
自
分
の
中
の

新
し
い
一
面
を
感
じ
た
と
い
い
、
こ
れ
ま
で
一
人
で

作
業
し
、
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
に
興
味
が
あ
っ
た
が
、

「
力
を
合
わ
せ
て
作
り
上
げ
る
も
の
の
眩
し
さ
に
目

覚
め
」、「
人
」
と
関
わ
る
こ
と
を
し
て
い
き
た
い
と

記
し
て
い
る
。

　

市
岡
さ
ん

　
「
一
参
加
者
と
し
て
強
く
感
じ
た
こ
と
は
、
平
和

と
は
な
ん
だ
ろ
う
、
と
深
く
研
究
さ
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
？　

平
和
式
典
は
、
も
の
す
ご
い
人
手
で
、

鳩
が
ぱ
っ
と
飛
び
立
っ
た
り
し
て
、
す
ご
く
華
や
か
。

そ
れ
に
比
べ
、
韓
国
人
慰
霊
祭
は
、
こ
じ
ん
ま
り
し

て
、
差
が
あ
り
す
ぎ
る
！
と
感
じ
ま
し
た
。
だ
か
ら
、

う
ま
く
い
か
な
い
の
で
は
、
と
疑
問
が
ふ
く
ら
み
ま

す
。
そ
の
疑
問
を
日
常
的
に
も
持
ち
つ
づ
け
、
友
人

に
も
ぶ
つ
け
て
い
き
た
い
で
す
。」

　

市
岡
さ
ん
は
、
報
告
書
中
で
、
広
島
と
い
う
『
平

和
と
い
う
強
い
光
』
の
元
に
、
確
実
に
伸
び
る
『
影
』

が
あ
る
と
感
じ
た
、
世
界
の
人
か
ら
見
た
『
平
和
』

が
違
う
の
で
あ
れ
ば
、『
誰
か
の
平
和
』
に
よ
っ
て

他
の
誰
か
が
苦
し
ん
で
は
い
な
い
か
、
と
記
し
て
い

る
。
日
・
韓
・
在
日
と
い
う
ツ
ア
ー
で
あ
れ
ば
こ
そ
、

感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
た
大
事
な
視
点
で
あ
ろ
う
。

　

南
さ
ん

　
「
韓
国
人
は
、
原
爆
は
戦
争
し
た
罰
で
は
な
い
か
、

と
あ
ら
か
た
思
っ
て
い
ま
す
。
日
本
人
は
資
料
館
で

も
、
被
爆
者
の
話
を
聞
い
て
も
、
涙
、
涙
。
自
分
が

日
本
人
で
あ
る
こ
と
が
誇
り
に
お
も
え
る
と
言
っ
た

人
が
い
て
、
違
和
感
を
感
じ
ま
し
た
。」

　

参
加
し
た
韓
国
高
校
生
か
ら
、
な
ぜ
、
天
皇
が
謝

罪
に
来
な
い
の
か
、と
質
問
が
出
、自
分
た
ち
に
と
っ

て
の
天
皇
は
象
徴
で
、
テ
レ
ビ
な
ど
で
は
や
さ
し
い

人
た
ち
と
い
う
印
象
し
か
持
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ

ん
な
質
問
が
出
た
こ
と
に
お
ど
ろ
い
た
、
違
い
を
出

し
合
え
た
こ
と
が
ツ
ア
ー
の
よ
か
っ
た
と
こ
ろ
で
は

な
か
っ
た
か
、
と
。

　

い
ま
ど
き
の
学
生
は
、
繊
細
で
傷
つ
き
や
す
く
、
ひ

と
と
ぶ
つ
か
り
合
う
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
、
な
ど
と

聞
い
て
い
る
な
か
で
、
実
に
率
直
に
、
そ
れ
ぞ
れ
異

な
る
思
い
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
を
語
っ
た
早
大
生
た

ち
の
発
表
。
ま
ぶ
し
い
ほ
ど
、
新
鮮
で
あ
り
、
日
本

コ
リ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ツ
ア
ー
と
い
う
企
画
で
あ
っ

た
れ
ば
こ
そ
の
成
果
で
あ
る
、
と
強
く
感
じ
た
。

ア
メ
リ
カ
に
よ
る
日
本
へ
の
原
爆
投
下
、
そ
の
惨
劇

が
、
日
韓
で
百
八
十
度
ち
が
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
双
方
の
若
者
た
ち
が
如
実
に
知
る
な
か
で
、

た
が
い
に
相
手
を
知
る
こ
と
の
努
力
を
は
じ
め
た
の

だ
。

早
大
客
員
教
授
で
あ
り
、
市
民
会
議
運
営
委
員
の
小

田
川
興
氏
は
、
今
後
の
期
待
と
し
て
、

「
何
よ
り
平
和
憲
法
を
大
切
に
し
て
い
く
こ
と
が
、

平
和
へ
の
道
に
つ
な
が
る
。
韓
国
人
で
始
め
て
弁
護

士
に
な
り
、
活
躍
、
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
金
敬
得

弁
護
士
も
、
在
日
に
と
っ
て
も
憲
法
第
九
条
が
だ
い

じ
と
遺
言
さ
れ
て
い
る
。」

と
。

　

留
学
生
か
ら
、「
韓
国
は
日
本
に
占
領
さ
れ
て
反

日
に
な
っ
た
の
に
、
な
ぜ
日
本
は
ア
メ
リ
カ
に
占
領

さ
れ
て
反
米
に
な
ら
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
鋭
い

質
問
が
出
た
。
深
く
探
っ
て
い
く
べ
き
疑
問
だ
と
感

じ
た
。（
石
川
逸
子
）

例会で発表後の学生さんと会員の皆さん
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平
和
を
テ
ー
マ
に
し
た
図
書
を
発
行
す
る
出
版
社

グ
ル
ー
プ
が
〇
八
年
、「『
平
和
の
棚
』
の
会
」
を
つ

く
り
、
そ
の
記
念
に
ジ
ュ
ン
ク
堂
新
宿
店
が
連
続
著

者
ト
ー
ク
を
開
き
、
拙
著
『
三
八
度
線
・
非
武
装
地

帯
を
あ
る
く
』（
高
文
研
）
を
語
る
こ
と
に
な
っ
た
。

九
月
二
九
日
夕
、
約
40
人
の
会
場
は
満
員
と
な
っ
た
。

本
会
か
ら
は
笹
本
代
表
、
山
口
運
営
委
員
ら
が
駆
け

つ
け
て
く
れ
た
。

　
「
朝
鮮
半
島
を
語
る
こ
と
は
日
本
の
将
来
を
考
え
る

こ
と
だ
」
と
の
信
条
か
ら
、
参
加
者
が
非
武
装
地
帯

の
存
在
を
身
近
に
引
き
寄
せ
て
ほ
し
い
た
め
、
在
日

作
家
の
朴
慶
南
さ
ん
を
誘
っ
て
、
二
人
の
対
話
も
ま

じ
え
た
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
挑
戦
し
た
。

　

ま
ず
、
筆
者
が
「
三
八
度
線
」
を
書
い
た
動
機
を

話
し
た
。
八
五
年
に
初
め
て
北
朝
鮮
を
取
材
し
た
時
、

同
行
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
記
者
が
向
け
た
大
型
テ
レ
ビ
カ
メ

ラ
を
銃
と
勘
違
い
し
て
逃
げ
た
少
年
た
ち
。
そ
の
姿

に
、
戦
時
中
、
疎
開
先
の
防
空
壕
で
Ｂ
二
九
爆
撃
機

の
空
襲
に
震
え
た
体
験
が
重
な
り
、「
非
戦
＝
絶
対
平

和
」
の
信
念
で
朝
鮮
半
島
取
材
を
し
て
き
た―

―

。

当
時
三
歳
な
が
ら
、「
最
後
の
防
空
壕
記
憶
世
代
」
の

訴
え
は
な
ん
と
か
通
じ
た
と
思
う
。

　

世
界
最
後
の
「
冷
戦
の
現
場
」―

―

東
西
二
四
八
キ

ロ
の
軍
事
境
界
線
、
い
わ
ゆ
る
「
三
八
度
線
」
の
現
場

報
告
に
移
る
。
七
年
か
け
て
取
材
し
た
の
は
、
苛
酷
な

歴
史
と
強
大
国
に
囲
ま
れ
た
地
政
学
が
も
た
ら
す
「
矛

盾
」
が
凝
縮
し
、
い
ま
も
熱
い
マ
グ
マ
を
噴
き
上
げ
る

地
点
だ
。

し
か
し
一
方
で
、
朝
鮮
半
島
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
の
定
点
観

測
地
・
板
門
店
は
冷
戦
後
の
「
雪
ど
け
」
で
観
光
地
化

が
進
む
。
軍
監
視
所
が
展
望
台
に
変
わ
る
。
北
朝
鮮
が

掘
削
し
た
侵
攻
用
ト
ン
ネ
ル
は
モ
ノ
レ
ー
ル
で
見
学
。

二
〇
〇
〇
年
の
南
北
首
脳
会
談
の
成
果
で
、
朝
鮮
戦
争

で
断
ち
切
ら
れ
た
京
義
線
鉄
道
が
つ
な
が
り
、
北
へ
輸

送
列
車
が
走
り
始
め
た
‥
‥
。

離
散
家
族
の
望
郷
の
地
・
臨
津
江
。
民
族
和
解
の
聖
地
・

金
剛
山
。
ツ
ル
な
ど
渡
り
鳥
の
中
継
地
で
野
生
の
楽
園

に
な
っ
た
激
戦
地
・
鉄
原
。
冷
戦
時
代
に
金
日
成
暗
殺

部
隊
の
訓
練
地
で
、
映
画
に
も
な
っ
た
シ
ル
ミ
ド
（
実

尾
島
）。
北
の
地
が
目
前
に
見
え
る
最
前
線
・
白
翎
島
。

韓
国
企
業
の
工
業
団
地
が
で
き
た
高
麗
の
古
都
・
開

城
。

八
ヶ
所
の
ポ
イ
ン
ト
の
う
ち
、
周
辺
強
大
国
の
常
襲

地
だ
っ
た
江
華
島
に
は
、「
隠
れ
た
被
爆
者
が
い
る
」

と
い
う
郭
貴
勲
・
元
原
爆
被
害
者
協
会
会
長
に
同
行

し
て
い
た
だ
き
、
日
本
の
軍
艦
が
侵
攻
し
た
草
芝
鎮

（
一
八
七
五
年
、江
華
島
事
件
）
な
ど
戦
跡
を
巡
っ
た
。

被
爆
者
の
消
息
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
日
本
の
核

武
装
論
者
に
怒
り
を
ぶ
つ
け
た
郭
さ
ん
の
言
葉
が
重

く
心
に
響
い
た
。

北
朝
鮮
の
核
問
題
で
は
、「
北
朝
鮮
は
核
放
棄
す
べ

し
。
た
だ
し
、
同
時
に
す
べ
て
の
核
保
有
国
も
核
廃

絶
を
め
ざ
す
べ
し
。
そ
の
た
め
に
六
カ
国
協
議
の
首

脳
は
広
島
の
原
爆
ド
ー
ム
で
会
議
を
開
く
べ
き
だ
」

と
主
張
し
た
。「
三
八
度
線
と
日
本
人
の
暮
ら
し
は

大
き
な
関
係
が
あ
る
。
南
北
の
緊
張
緩
和
が
進
め
ば
、

日
本
の
軍
事
予
算
を
減
ら
し
て
福
祉
な
ど
生
活
サ

ポ
ー
ト
に
回
せ
る
か
ら
」
と
の
見
方
に
は
う
な
ず
く

方
も
多
か
っ
た
。「
非
戦
の
願
い
」
は
通
じ
た
よ
う
に

思
う
。　
（
了
）

　
「
３
８
度
線
―
非
戦
へ
の
旅
」
を
報
告

　
　
　―
新
宿
ジ
ュ
ン
ク
堂
で
ト
ー
ク
に
挑
戦　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　

小
田
川　

興

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
運
営
委
員
、
元
朝
日
新
聞
ソ
ウ
ル
支
局
長
）


